
                                                 

なぜ急ぐ地方公営企業法の全部適用 
  
日南病院は歴代の管理者をはじめとした病院関係者の努力と町当局の強力なバックアップ、何よりも

町民からの厚い信頼に支えられて全国でも数少ない健全経営の自治体病院として多くの表彰を受けてき

ました。 
 しかしながら現在すすめられようとしている「地方公営企業法の全部適用」の方針は病院の現状に対

する十分な分析を行った上で管理者と職員とが対話を行い、今後の進むべき方向について認識を一致さ

せてすすめられているとは言えません。また病院を信頼し利用している住民に対する説明も十分ではあ

りません。 
 わたしたちは、現在の「地方公営企業法の一部適用」のままでも今後の健全経営は可能であり、むし

ろ「町立病院としてより安全・安心な病院づくり」を進め、町民との信頼関係をより強固なものとして

いくためにも「全部適用」を急ぐべきではないと考えます。 
（１）「効率化」の名の下に「全部適用」に移行すると説明されていますが、その必要性がどこにある

のか、現在の病院経営や運営にどういう「非効率」な点があるのか、又その原因は何なのかなど現状に

関して十分な分析を行うことなくしては、たとえ全部適用に移行したとしても有効な対策がとれるはず

がありません。むしろ解決方法を誤ることにもなりかねません。 
（２）全部適用によって病院の事業管理者は町長が４年ごとに任命しますが、その際議会の同意は必

要でなく事業管理者の権限は大幅に強化されます。このことは議会や住民の声が届きにくくなり、病院

経営や運営が町長の意向や事業管理者の個性や力量に大きく左右されことになります。 
（３）住民が安心して利用できる病院づくりは経営者や管理者の努力だけで出来るものではありませ

ん。トップダウンやワンマンな経営は患者さんや住民と向き合っている多くの医療スタッフの働きがい

や生きがい、創意工夫を発揮する機会、チームワーク等を奪う危険性も持っています。病院のスタッフ

の声が生かされ、職員が生き生きと働くことなくして活気のある明るい病院の運営は出来ません。 
（４）病院経営者と職員が「住民に奉仕する」公務員として病院経営や運営について理念を共有する

ためのとりくみ、業務の内容や進め方等について相互に点検し、改善し合える職場環境を築いていくと

りくみが必要です。 
（５）日南病院の経営や運営も臨時や非常勤職員のみなさんの努力に支えられています。その努力に

少しでも感謝し報いるようその待遇を改善することが必要です。 
（６）夜間や休日診療の実施、整形外科の診察日を増やすなど住民要求に応えながら、住民との信頼

関係を高めていくことが必要です。住民や職員参加型の病院経営と運営が求められています。自治会や

老人クラブなど各種の住民団体代表、職員代表も含めた運営協議会等を立ち上げることが必要です。 
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に
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て
み
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せ
ん
か
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よ
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  居住費・食費等の自己負担の比較   

         

区 分 国（負担上限額） あかねの郷（現行制度による試算。要介護５・個室）
  

実施時期 （平成１７年１０月） （平成１７年４月） 

所得状況 国の新区分 居住費 食 費 居住費 食 費 １割負担 日常生活費 合  計

生活保護受給者等 第１段階 25,000 10,000 22,200 9,000 14,790 4,500 50,490

住民税世帯非課税かつ年

金収入が８０万以下 
新第２段階 25,000 12,000

住民税世帯非課税かつ新

第 2段階非該当者 
新第３段階 50,000 20,000

32,100 15,000 24,600 9,000 80,700

住民税世帯課税 基準額（標準） 60,000 48,000 42,000 23,400 29,580 9,000 103,980

（注１）それぞれの所得段階に応じ、「補足的給付の基準額」-「負担上減額」が補足的給付の額となる（介護保険より給付）。  

（注２）施設において設定している居住費及び食費がこの基準額を下回る場合は、施設において設定している額と  

    負担上限額との差額が給付額となる。        

           入所負担の軽減を 
１２月議会であかねの郷の利用料等について現行制度に基づく試算が報告されま

した。年末には厚生労働省からも施設給付の見直し案（平成１７年１０月実施）が出

されました（表参照）。 
厚生労働省は居住費に加え、これまで材料費のみ自己負担だった食費に調理費も加

算し、大幅な入所者負担を徴収する方針です。在宅介護と施設入所者との負担の不公

平をなくすことをその理由としていますが、家族の誰かが入所しても家賃が値下げさ

れることはなく、光熱水費等もそれほど減少するわけでもありません。短期入所者の

場合でも入所期間中の居住費を二重払いすることになります。むしろ在宅介護におけ

る過度な身体的、経済的負担を軽減する対策をとることが必要です。 
さらに公的年金控除の縮小、所得税と住民税の定率減税の縮小・廃止が実施される

ことでこれまでの非課税世帯から課税世帯になるケースもあり、介護保険料や国民健

康保険料の値上げなども加わって大幅な負担増となります。 
また、短期入所生活介護（ショートステイ）にも居住費が１日当たり１，４００円

加算されます。要介護５の場合、現在の１日あたり１，９１５円が３，３１５円とな

ります。所得に応じた減額措置もなく、ショートステイが利用しにくくなります。 
試算は居住費の積算に当たって、建設費借入金の返済期間（３０年）を原価算定期

間としていますが、少なくとも借入金の元金部分については減価償却年数（３９年）

で計算すれば２割近く居住費を下げることができます。 
また、国はこれまでの「所得段階２」を「新第２段階」と「新第３段階」とに分け

た負担区分にしました。平成１７年１０月に国の基準が実施された場合、あかねの郷

の居住費の方が国基準を上回るケースが生じます。これについても再検討が必要で

す。 
現在の石霞苑では徴収されていない日常生活費についても「他の施設の一般的な費

用」として９，０００円が計上されていますが、入所費用に関して他の施設と横並び

にする考えではなく、積算根拠を明らかにすることが必要です。 
 

１２月議会であかねの郷オープ

ン後、石霞苑を１億円ちかくかけて

解体するという補正予算が可決さ

れました。 
 現在かすみ荘にある居住部門、な

ごみの里の両施設ともに満員状態

であり、新たに入居希望が出ても応

じられない状況です。 
 過疎化と一人住まいの高齢者が

増える中で、住宅改修が困難とな

り、病院通いや買い物などの不便

さ、除雪の困難さなどから短期、長

期を問わず入所希望者が今後も増

えることが予想されます。 
 町財政危機が進む中で新たにこ

のような施設を新設することは大

変ですが、今ある資源、施設を再利

用することは少ない費用で大きな

効果を生むことになります。 
「使えるものは有効に使う、発想

の転換が自立の時代の要求」(『行財
政改革基本方針』8㌻)にも反してい
るのではないでしょうか。 

日
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お
け
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保
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、
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育
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（
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育
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稚
園
３
園
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の
乳
幼

児
数
は
こ
こ
１０
年
間
で
２
割
以
上
減
少

し
て
い
ま
す
。
特
に
幼
稚
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で
は
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と

も
１
け
た
に
減
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
町
内
８
つ
の
小
学
校
と
１
つ
の

分
校
の
児
童
数
は
２
８
２
人
で
、
日
野
上

小
学
校
を
の
ぞ
い
て
５０
人
以
下
の
少
人

数
で
複
式
の
学
校
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
な
か
で
「
行
財
政
改
革
基
本

方
針
」
で
は
、
幼
稚
園
と
保
育
園
を
ひ
と

つ
に
す
る
「
幼
保
一
園
化
」
計
画
や
小
学

校
の
統
廃
合
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
昨
年
１２
月
、
日
南
町
議
会

に
も
「
学
校
問
題
に
関
す
る
調
査
特
別
委

員
会
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。 

乳
幼
児
数
や
児
童
数
だ
け
を
見
る
と

施
設
が
多
い
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
広
大

な
日
南
町
の
地
理
的
な
条
件
か
ら
子
ど

も
や
保
護
者
に
と
っ
て
通
所
や
通
学
の

問
題
は
第
一
義
的
な
課
題
で
す
。 

就
学
前
の
幼
児
教
育
や
義
務
教
育
最

初
の
小
学
校
教
育
は
、
施
設
改
善
も
含
め

て
単
に
財
政
的
な
事
情
で
論
じ
る
の
で

は
な
く
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
で
連
携
し

な
が
ら
十
分
な
調
査
と
議
論
を
し
て
将

来
へ
の
展
望
を
も
ち
、
町
民
が
共
有
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。 

「
子
ど
も
が
少
な
い
、
高
齢
者
が
多

い
」
と
い
う
現
実
を
、
お
荷
物
扱
い
に
し

て
後
ろ
向
き
に
な
る
の
で
は
な
く
、
積
極

的
に
生
か
す
こ
と
を
町
づ
く
り
の
基
本

に
据
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

いま、国民年金の受給額は、月額平均約 46,000 円


